
ひとり親世帯へ食材等を提供します。

対象 市内在住で 18 歳までの子を養育している以下の世帯

・ひとり親世帯 ・祖父母世帯 ・ふたり親世帯で両親のどちらかに障害がある世帯

申込方法 窓口で直接お申し込みください。

申込期間 1 月 15 日（月）～3月 29 日（金）平日のみ

⑩ 子育て支援フードパントリーを実施します
問・申 笠間市社会福祉協議会 本所(笠間市美原 3-2-11) ℡ 0296-77-0730

笠間支所(笠間市石井 717) ℡ 0296-73-0084

岩間支所(笠間市下郷 4364-2) ℡ 0299-45-7889

森林資源の豊富な上郷地区の森林所有者を対象に、森林の経営や管理状況等を確認するため

の経営管理意向調査を実施します。

笠間広域森林組合と連携しながら、令和 6年 1月初旬に調査票の発送を行いますので、ご理

解ご協力をお願いします。共有名義の場合についても、お一人ずつ調査票を発送します。

※森林の手入れが難しい場合などは、当制度を活用することで、費用負担がなく適切に森林の

経営や管理ができる場合がありますので、気軽にお問い合わせください。

⑨ 森林経営管理制度がスタートしています 問 農政課(内線 529)

令和 5年度国民健康保険税(国保税)第 1期から第 6期の納期限が過ぎています。まだ納付を

されていない方は、早めの納付をお願いします。

※納期限を過ぎたものは、コンビニエンスストアで納付できませんので、金融機関または市役

所・各支所の窓口で納付してください。

※国保税の納付は、納め忘れがない口座振替を利用すると大変便利です。口座振替は市内金融

機関または郵便局の窓口で、預貯金通帳と通帳の届け印を持参のうえ、お申し込みください。

⑧ 国民健康保険税の納め忘れはありませんか 問 保険年金課(内線 140)

森林経営管理制度のイメージ

「かさめ～る」では広報紙など市の情報を

配信しています。ぜひご登録ください。６ぺージ
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